
タウンミーティング ２００９．３．８

場所：さんあい・とうだ 時間：午前１０時～

　　　　テーマテーマテーマテーマ　『　『　『　『財政健全化財政健全化財政健全化財政健全化にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組みみみみ（（（（一般会計一般会計一般会計一般会計、、、、国保会計国保会計国保会計国保会計）』）』）』）』 　 《守口市の平成１９年度決算、平成２０年度決算見込み（H21.2.13時点）の状況》　 《守口市の平成１９年度決算、平成２０年度決算見込み（H21.2.13時点）の状況》　 《守口市の平成１９年度決算、平成２０年度決算見込み（H21.2.13時点）の状況》　 《守口市の平成１９年度決算、平成２０年度決算見込み（H21.2.13時点）の状況》

   《これまでの守口市の取組み》   《これまでの守口市の取組み》   《これまでの守口市の取組み》   《これまでの守口市の取組み》 ○実質赤字比率（一般会計） ○連結実質赤字比率（全会計）
Ｈ１９決算 Ｈ２０見込 Ｈ１９決算 Ｈ２０見込

◇行財政改革大綱（Ｈ８～１０） 対 策 前 △ 13.57 △ 19.47 対 策 前 △ 23.18 △ 31.60

↓ 対 策 後 △ 13.57 △ 4.94 対 策 後 △ 23.18 △ 16.44

◇第二次行財政改革大綱（Ｈ１１～２０） 早期健全化基準 △ 11.84 △ 11.85 早期健全化基準 △ 16.84 △ 16.85

↓↓
     ⇒門真市との合併協議と住民投票結果 　　□平成１９・２０年度の見通し　　　　　　　　　　　　　　（単位：％）　　□平成１９・２０年度の見通し　　　　　　　　　　　　　　（単位：％）　　□平成１９・２０年度の見通し　　　　　　　　　　　　　　（単位：％）　　□平成１９・２０年度の見通し　　　　　　　　　　　　　　（単位：％）
↓

◇財政危機対策指針（Ｈ１７～２３）
↓

◇財政危機対策指針（改定版）〔集中改革プラン〕（Ｈ１７～２３）
↓
　 　 　 　 ⇒ H19.6 ⇒ H19.6 ⇒ H19.6 ⇒ H19.6 「「「「地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体のののの財政財政財政財政のののの健全化健全化健全化健全化にににに関関関関するするするする法律法律法律法律」」」」がががが公布公布公布公布
↓
↓

◇◇◇◇（（（（仮称仮称仮称仮称））））財政健全化計画財政健全化計画財政健全化計画財政健全化計画（（（（素案素案素案素案）（Ｈ）（Ｈ）（Ｈ）（Ｈ２０２０２０２０～～～～２５２５２５２５）　　）　　）　　）　　計画期間計画期間計画期間計画期間：：：：６６６６年間年間年間年間

　　＜　　＜　　＜　　＜目標削減額目標削減額目標削減額目標削減額＞　　＞　　＞　　＞　　
○○○○　　　　一般会計一般会計一般会計一般会計：：：：９５９５９５９５億円億円億円億円⇒⇒⇒⇒実質赤字額実質赤字額実質赤字額実質赤字額のののの解消解消解消解消

○○○○　　　　国保会計国保会計国保会計国保会計：：：：２２２２２２２２億円億円億円億円⇒⇒⇒⇒単年度収支単年度収支単年度収支単年度収支のののの均衡均衡均衡均衡
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連結実質赤字比率【対策後】

実質赤字比率【対策後】

早期健全化基準（実質）

○○○○　　　　国保会計国保会計国保会計国保会計：：：：２２２２２２２２億円億円億円億円⇒⇒⇒⇒単年度収支単年度収支単年度収支単年度収支のののの均衡均衡均衡均衡

 　《地方公共団体の財政の健全化に関する法律とは？》 　《地方公共団体の財政の健全化に関する法律とは？》 　《地方公共団体の財政の健全化に関する法律とは？》 　《地方公共団体の財政の健全化に関する法律とは？》

内容：一般会計のみならず特別会計、公営企業、第三セクター等も連結した財政の健全度を計る
　　　仕組みを確立。

☆財政健全化判断比率（仕組み）
       ○実質赤字比率（一般会計）

　
       ○連結実質赤字比率（全会計）

       ○実質公債費比率
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実質赤字比率【対策前】

連結実質赤字比率【対策前】
       ○実質公債費比率

※ 一般会計の「実質赤字比率」については、基準を大きく下回っている。
       ○将来負担比率 ※ 特別会計を含めた「連結実質赤字比率」については、何とか基準を下回っているものの、

予断を許されない状況である。
☆この財政健全化判断比率基準をクリアできない市に対しては、財政の健全化計画、再生計画の
　策定を義務付られている。

　 《今後の取組み》　 《今後の取組み》　 《今後の取組み》　 《今後の取組み》・・・・・２月１日号の広報に掲載
     （一般会計）
　　　【安定した財政運営】 　　　 【法適用団体回避のための緊急措置】

   《早期健全化団体、再生団体になるとどうなる？》   《早期健全化団体、再生団体になるとどうなる？》   《早期健全化団体、再生団体になるとどうなる？》   《早期健全化団体、再生団体になるとどうなる？》 ・市税等収納率向上と新たな歳入確保策 ・更なる人件費抑制策の検討
・未利用地の有効活用 ・建設事業費（臨時経費）の抑制

　　◇市が自主的に健全化計画を策定し議会に提出するとともに、実施状況を国に報告。 ・公共施設のあり方 ・基金からの繰入れ
↓ ・事務事業等の見直し ・職員の大量退職への対応
↓ ・事務の効率化と定員適正化 ・財団からの出資金引き上げの検討

　　◇国の管理下で再建を進めることになり、市民サービス（市独自）の大幅な低下や各種手数料の
　　　引上げなどを実施。 　　（国民健康保険事業会計）

・保険料収納率向上への取組み ・収入に応じた保険料の算定・保険料収納率向上への取組み ・収入に応じた保険料の算定
・財源確保策の検討 ・医療給付費・資格の適正化


